
農林水産知的財産保護コンソーシアム
説設立説明会

• コンソーシアム設立趣旨説明（農林水産省）
• 事業内容の説明（事務局）

シ ムに 運営方法（案）– コンソーシアムについて・運営方法（案）
– 幹事会の活動（案）
– 海外現地調査実施（案）海外現地調査実施（案）

– 地方相談会開催（案）
– 商標監視実施（案）

参考資料：2008年度現地調査報告書
コンソーシアム概要

海外現地調査概要海外現地調査概要

地方相談会概要

商標監視サービス概要、商標監視Ｑ＆Ａ



農林水産知的財産保護コンソーシアムについて

• 設立目的

海外における農林水産分野の知的財産の侵害リスクが高ま ている状況– 海外における農林水産分野の知的財産の侵害リスクが高まっている状況
に対応し、商標出願の一元的な監視体制や海外の模倣品流通に関する
情報収集・共有化体制を整備し、農林水産分野の知的財産保護を図る

• 設立総会

– 平成２１年６月１９日（金）：１３時－１５時
– 都道府県会館会議室（４０２号室）– 都道府県会館会議室（４０２号室）

• 運営体制



コンソーシアムの運営方法（案）コンソ シアムの運営方法（案）

• 総会開催予定総会開催予定
– （6月：設立総会、11月：現地調査報告等、平成22年3月：
監視調査報告等）

• 第1回総会予定
– 幹事会の設置

• 幹事の選任
– コンソーシアム活動方針決定

シアムの目的• コンソーシアムの目的
• コンソーシアムの運営方針
• 海外現地調査（場所、時期、調査方法、実態報告等）海外現地調査（場所、時期、調査方法、実態報告等）

• 地方相談会の開催、受付方法等
• 商標監視の受付、実態報告等
対策会議実施• 対策会議実施



幹事会の活動(案）幹事会の活動(案）

• 幹事の選任• 幹事の選任
– コンソーシアム・メンバーより５名程度の幹事を選任し、コ
ンソーシアム運営の方針を決定する 幹事には知的財産ンソ シアム運営の方針を決定する。幹事には知的財産
を専門とする弁護士、大学教授、弁理士を含む

• 幹事の役割• 幹事の役割
– コンソーシアムの活動方針案を決める
３ヶ月に１回程度 ンソ シアムの活動を検証する– ３ヶ月に１回程度、コンソーシアムの活動を検証する

• 幹事会の活動報告
– 幹事会の活動は逐次コンソーシアムWEBで報告する



海外現地調査実施（案）海外現地調査実施（案）

• 実施場所
中国（北京 上海 深セン 大連 瀋陽 成都 杭州）– 中国（北京、上海、深セン、大連、瀋陽、成都、杭州）

– 台湾（台北、高雄）

– 韓国（ソウル）

調査対象場所• 調査対象場所

– 日本産品が売られている市場、百貨店、スーパーマーケット等で１都市あたり１５－２５
箇所

• 実施時期
– 平成２１年９月－１０月

• 調査対象産品調査対象産品
– 農林水産物

• 調査方法

日本産品 日本産と明記されているもの 日本の地名にただ乗りしている疑いのある– 日本産品、日本産と明記されているもの、日本の地名にただ乗りしている疑いのある
ものを写真に撮り、また、聞き取りを行い、実態を生産者に確認してもらう。生産者に
協力頂ければ、疑わしいものの再調査を調査時期にできるようにする。



地方相談会開催（案）地方相談会開催（案）

• 開催場所・開催時期

– コンソーシアム・メンバーの希望により調整

• 専門家の派遣

– テーマに応じて、弁護士、弁理士等の知的財産専門家を派遣

• 開催要件

– 知的財産等で相談のある地元団体が３団体以上あること

• 相談料・専門家派遣料相談料 専門 派 料

– 無料

• 申込方法申込方法

– コンソーシアム設立総会でご案内
– 受付開始： 平成21年6月19日より



商標監視実施（案）－１商標監視実施（案） １

• 商標同一（スクリーニング）調査、商標監視調査について商標同 （ クリ ング）調査、商標監視調査に て

– 同一調査： 中国語文字商標の現状調査（出願中、登録済み商標の同一調査）

– 監視調査： 中国語文字（ひらがな、カタカナはオプション）・図形商標の監視

（ウォ チング）調査 公告時に異議をかけることを目的とする（ウォッチング）調査、公告時に異議をかけることを目的とする

– 対象国・地域： 中国、台湾

• 調査実施時期調査実施時期

– 平成２１年７月から平成２２年３月まで

– 商標監視の申込み受付けは毎月20日締め（平成21年6月のみ24日締め）で、
翌月１日以降の公告を対象とする翌月１日以降の公告を対象とする

• 同一調査、監視調査の申込み受付

– 受付開始：平成２１年６月１９日より（最終受付は平成22年2月19日）
– 申込方法：コンソーシアムでご案内



商標監視実施（案）－２商標監視実施（案）－２

契約形態・費用負担（例）について契約形態・費用負担（例）について

– パターンＡ： 事務局と自治体が契約する。費用は自治体が全額負担
する。但し 監視業務参加団体に対しては 自治体が均等割り 一部する。但し、監視業務参加団体に対しては、自治体が均等割り、 部
負担、無料を決める

– パターンＢ： 事務局と事業者団体が契約する。費用は契約団体が
全額負担する。但し、他に監視業務参加団体がいる場合は、事業者
団体間で負担額を調整する。監視業務に関する案内は自治体が各
事業者団体に通知し、必要があれば事業者団体間の調整を行う事業者団体に通知し、必要があれば事業者団体間の調整を行う

– パターンＣ： 事務局と自治体で契約条件を詰め、自治体より事業者
団体に監視業務の募集をする。実際の契約は、その契約条件に従
事務 事業者 体 うい事務局と事業者団体とで行う。



監視における中国商標の類否監視における中国商標の類否

商標類否判断に際して注意すべきこと商標類否判断に際して注意すべきこと；

1. 指定商品・役務の類似性の判断
2. 漢字（中国語）による中国商標局データベース検索の
難しさ

3. 外観が似ていないものでも類似と判断すべきものがあ
る。 例：「愛普生（ＥＰＳＯＮ）」と「艾浦生」（発音は共に

“ i h ”）“ai pu sheng”）



中国商標局のデータベース：商標検索中国商標局のデータベース：商標検索

商標類似検索

商標総合検索

ステータス検索

エラー報告



中国商標局のデータベース：商標総合検索中国商標局のデ タベ ス：商標総合検索

特徴： 国際分類を入力する必要は無い

“佐賀”の検索例

特徴： 国際分類を入力する必要は無い

漢字（一部）同一の商標調査、出願人商標調査に有効

佐賀 の検索例

① 日本語“佐賀”を検索
② 中国語（簡体字）“佐賀”を検索

③ 中国語発音（ピンイン）“Zuo he”を検索



中国商標局のデータベース：商標総合検索結果－1

① 日本語“佐賀”の検索結果
（検索されない）

② 中国語（簡体字）“佐賀”の② 中国語（簡体字）“佐賀”の
検索結果
（佐賀、佐賀海苔、
佐賀穂香）佐賀穂香）

注：“岡山”は、日本語で検索されるが、中国語（簡体字）では検索されない



中国商標局のデータベース：商標総合検索結果－２

③ 発音（ピンイン）“佐賀：Zuo he”の検索結果



中国商標局のデータベース：商標類似検索中国商標局 デ タ 商標類似検索

特徴：類似検索条件を設定できる
国際分類の入力は必須

“佐賀”の検索例

① 中国語（簡体字）“佐賀”
を検索

② Ｐｉｎｙｉｎ（発音）で“Zuo he”
（佐賀 検索（佐賀)で検索



中国商標局のデータベース：商標類似検索例“佐賀”

① 中国語（簡体字）“佐賀”
を検索
（佐賀、佐賀穂香、
ＸＸ；佐賀；ＸＸ）

② Ｐｉｎｙｉｎ（発音）で“Zou he”
（佐賀)で検索（佐賀)で検索
（佐賀、ＸＸ；佐賀；ＸＸ）

（英語の類似を含めない）



中国語変換サイト、ピンイン変換サイト中国語変換サイト、ピンイン変換サイト

書虫ピンイン（pinyin）変換サービスエキサイト中国語翻訳

http://www.frelax.com/sc/service/pinyin/http://www.excite.co.jp/world/chinese/



トムソン・ロイターの中国商標調査（ＳＡＥＧＩＳ）

ＳＡＥＧＩＳとは；
– 北米、欧州、トルコ、オセアニア、ブラジル、中国、韓国、日本、ＯＨＩＭ、国際出願
登録（マドリ ド プロト ル マドリ ド アグリ メント）等の国 地域 機関におけ登録（マドリッド・プロトコル、マドリッド・アグリーメント）等の国・地域・機関におけ
る出願・登録商標をインターネット上で検索できるデータベース・サービス

（例）中国デ タベ スで“Z h （佐賀）”を31類で検索（分類は指定しなくてもよい）（例）中国データベースで Zuohe（佐賀） を31類で検索（分類は指定しなくてもよい）

Ｃｌｉｃｋ



ＳＡＥＧＩＳによる中国商標の検索例（佐賀）よる中国商標 検索例（佐賀）


